
別紙８－１ 

 

選定基準 

 

１．選定基準の位置付け 

本基準は、香川大学幸町団地構内、林町団地構内、三木町農学部団地構内、長尾町団地構内、

府中団地構内、鹿角町団地構内及び屋島中町団地構内における自動販売機の設置・運営事業を

委託するにあたり、契約予定者を選定するための方法等を示すものである。 

 

２．選定方法 

  選定は、香川大学自動販売機設置・運営事業に係る募集要項６の応募時の提出書類をもとに、選

定委員会において、次の手順で合議により行うものとする。 

 （１）提出資料の確認 

        応募時の提出資料が揃っているか確認する。提出資料に不備があった応募者は失格とし 

    すべての提出資料が揃っている応募者のみを対象とする。 

 （２）応募資格の確認 

        応募者としての資格の有無を確認する。資格のない応募者は失格とし、資格のある応募者

のみを対象とする。 

 （３）提案内容の評価         

   ①  評価項目 

         別紙８－２「評価シート」のとおり 

②  評価方法 

評価は、各評価項目について次の評価点数による５段階評価とする。（１２５点満点） 

③ 評価点数    

評価段階          【一般項目】   【重点項目】  【最重点項目】 

○たいへん優れている      ５点       １０点      １５点 

○優れている              ４点        ７点        １１点 

○普通               ３点        ５点       ８点 

○やや劣っている        ２点        ３点       ４点 

○劣っている           １点        １点       １点 

 

 （４）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価      

①  評価方法 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府

男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認

定等に準じて評価する。（７点満点） 

② 評価点数    

○女性の職業生活等における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定・プ

ラチナえるぼし認定）等 

 ・認定段階 1（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝2点 



 ・認定段階 2（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。）＝3.5 点 

 ・認定段階 3＝5点 

･プラチナえるぼし認定＝7点 

 ・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する 

      労働者の数が 300人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）） 

      ＝1 点 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（トライくるみん認定・くるみん認定・プラチナく

みん認定） 

  ・くるみん認定（平成 29 年 3月 31 日までの基準）＝2点 

 ・トライくるみん認定（令和 7年 3月 31 日までの基準）＝3点 

 ・くるみん認定（平成 29 年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日までの基準）＝3点 

 ・くるみん認定（令和 4 年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日までの基準）＝3点 

 ・くるみん認定（令和 7 年 4月 1日以降の基準）＝4点 

 ・トライくるみん認定（令和 7年 4月 1日以降の基準）＝4点 

 ・プラチナくるみん認定（令和 7年 3 月 31 日までの基準）＝6点 

 ・プラチナくるみん認定（令和 7年 4 月 1日以降の基準）＝7点 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

     ・ユースエール認定＝5点 

○上記に該当する認定等を有しない＝0点 

 

 （５）契約予定者の選定 

     （１）（２）を確認後、（３）（４）の評価を行い、各委員において採点した各評価項目の平均得点

の合計が最も高い者を契約予定者として選定する。 

       なお、選定後に応募者としての資格がない事が判明した場合は、選定を取り消す。 

 


